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公告 

 公立陶生病院中央材料室洗浄・滅菌等業務及び中央手術室助手業務等業務委託に関

する制限付き一般競争入札（以下「一般競争入札」という。）については次のとおり

である。 

 

 令和８年２月５日 

公立陶生病院組合 

管理者 瀬戸市長 川 本 雅 之 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

⑴ 業務委託名 

公立陶生病院中央材料室洗浄・滅菌等業務及び中央手術室助手業務等業務委託 

⑵ 業務等の場所 

   瀬戸市西追分町１６０番地（公立陶生病院） 

 ⑶ 委託業務概要 

別に配布する仕様書にて確認すること。 

 ⑷ 履行期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

⑵ 公告日前日において、令和６・７年度あいち電子調達共同システム（物品等）

の瀬戸市における入札参加資格者名簿に、業務（大分類）「０３役務の提供等」、

営業種目（中分類）「１６その他の業務委託等」が登録されている者であること。 

⑶ 入札参加資格申請をする本店又は営業所等を愛知県内に設置している者であ

ること。 

⑷ 公告日から入札日までの間において、公立陶生病院組合指名停止取扱要領に基

づく指名停止措置を受けていない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなさ

れている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立が

なされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けていること。 

⑺ 瀬戸市から「瀬戸市が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱」に

基づく排除措置を受けていない者であること。 

⑻ 平成２７年度から令和６年度までの間に５００床以上の病院にて３年以上、愛

知県内の自社の施設において洗浄・滅菌業務の契約実績を有していること。 

３ 入札参加資格の確認等 

  入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関

係資料（以下「資格確認申請書」という。）を次のとおり持参により提出し、入札

参加資格の確認を受けなければならない。 
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  なお、競争入札参加資格の適否については、令和８年２月２７日（金）に資格確

認申請者に対し、一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）

により通知するものとする。 

 ア 資格確認申請書の配布期間 

   令和８年２月５日（木）から令和８年２月２０日（金）まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く。） 

 イ 資格確認申請書の提出期間 

   令和８年２月５日（木）から令和８年２月２０日（金）まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く。） 

 ウ 時間 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  エ 提出部数 

    １部 

  オ 提出場所 

    公立陶生病院 財政課 

  カ その他 

   (ｱ) 書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   (ｲ) 提出された書類は、返却しないものとする。 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

 ⑴ 場所 

   公立陶生病院人事課人事係 

 ⑵ 期間 

   令和８年２月５日（木）から令和８年２月２０日（金）まで（土曜日、日曜日

及び祝日を除く。） 

 ⑶ 時間 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

５ 業務委託等に関する質問 

  業務委託等に関する質問については、次のとおり質問書を持参又は電子メールに

て提出すること。なお、質問が無い場合は、その旨を記載した書類を持参又は電子

メールにて提出すること。 

 ⑴ 質問書の提出期間 

   令和８年３月２日（月）から令和８年３月５日（木）まで 

 ⑵ 質問書の提出時間 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 ⑶ 質問書の提出場所 

   公立陶生病院人事課人事係 

   電子メールアドレス shokuin@tosei.or.jp 

６ 業務委託等に関する質問の回答 

令和８年３月６日（金）午後５時までに回答を電子メールにて送付する。 

７ 入札執行の日時 
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 ⑴ 日時 

   令和８年３月１０日（火）午後２時 

 ⑵ 場所 

   公立陶生病院 敷地内薬局２階 多目的室 

８ 入札保証金 

 ⑴ 一般競争入札の参加予定者は、公立陶生病院組合契約規則第９条第２条に基づ

き、その見積る契約金額の１００分の５以上の入札保証金を令和８年３月９日

（月）までに納めなければならない。 

 ⑵ 次に掲げる場合においては、公立陶生病院組合契約規則第１２条により、入札

保証金の全部又は一部を免除することができる。 

  ア 一般競争入札の参加予定者が保険会社との間に公立陶生病院組合を被保険

者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

  イ 一般競争入札の参加予定者が契約を締結しないこととなるおそれがないと

認められるとき。 

９ 入札の執行 

 ⑴ 入札は、本人又は委任状を提出した代理人が持参した入札書により行うものと

し、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、会場への入場者は各資格者

２名以内とする。 

 ⑵ 入札回数は４回（再度入札は３回）とする。 

 ⑶ 資格確認の結果、一般競争入札参加資格を有する者が１社である場合又は入札

に参加する者が１社である場合においても、原則として入札を執行するものとす

る。 

 ⑷ 入札参加者は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

（消費税抜き）を入札書に記載すること。 

 ⑸ 落札者は、入札書に記載される入札金額に対応する内訳書を提出しなければな

らない。 

10 予定価格等 

  予定価格は落札者決定後に公表する。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 ⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

 ⑵ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

 ⑶ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

 ⑷ 入札書の入札金額を訂正している入札 

 ⑸ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

 ⑹ 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

 ⑺ 記名押印のない入札 

 ⑻ 入札書の記載事項が確認できない入札 

 ⑼ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

12 契約 
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  契約書の作成を必要とする。 

13 契約保証金 

 ⑴ 落札者は、公立陶生病院組合契約規則第３３条に基づき、契約金額の１００分

の１０以上の金額の契約保証金を納めなければならない。 

 ⑵ 落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を

免除するものとする。 

  ア 落札者が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を締

結したとき。 

  イ 落札者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び

会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定により財務

大臣の指定する金融機関と履行保証契約を締結したとき。 

  ウ 落札者が過去２年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて

誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる

とき。 

14 請求及び支払い 

  毎月末日に当該月分の業務完了報告書を提出し、遅滞なく業務の完了が確認でき

た場合に、末日締めで請求書の受理後３０日以内に支払う。 

15 その他 

 ⑴ この公告に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）、同法施行令（昭和２２年政令第１６号）、公立陶生病院組合契約規則等

の定めによる。 

 ⑵ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、公立陶生病院組合指名

停止取扱要領に基づき、指名停止を行うことがある。 

16 問い合わせ先 

公立陶生病院 財政課 

  瀬戸市西追分町１６０番地  電話０５６１－８２－５１０１（内線５３３２） 


